
新教育研究社 

演 習 問 題 得  

点 

 

単元名：地方自治 ②

実
施
日 

月    日 
氏  

名 

 

 
【１】 次の文中の(   )①～⑥にあてはまる語句をあとから選んで

記号を答えなさい。 

 
住民が自分たちの住んでいる地域を自主的に治めることを

(  ①  )という。身近な生活を通じて政治にかかわることができ

るため、「(  ①  )は(  ②  )の学校」といわれている。 
地方の政治の単位としては、都道府県や市(区)町村などが

あり、これらは(  ③  )と呼ばれている。地方の政治を住民の

意思にもとづいて決める機関として(  ④  )があり、その方針

のもとに政治を行う機関の長を(  ⑤  )という。近年、福祉や

環境に対する住民の要求が強く、内容も多様化している。こう

した住民の要求にこたえるために、国の権限や業務を地方に

移す、(  ⑥  )がすすめられてきた。 
 

①( ) ②( ) ③( ) 
④( ) ⑤( ) ⑥( ) 

 
ア 地方議会 イ 自由主義 ウ 地方分権 
エ 地方自治 オ 執行機関 カ 民主主義 
キ 中央集権 ク 地方公共団体 ケ 首長 

 

【２】 次の問いに答えなさい。 

 

(1) 地方行政の責任者であり、執行機関の中心である都道府県

知事や市町村長をまとめて何といいますか。 
  ( ) 
 
(2) 議会が定めるその地方自治体における自主的な法を何とい

いますか。漢字 2 字で答えなさい。 ( ) 
 
(3) 地方議会は、その地方自治体の      の議決や決算の承

認を行います。    に当てはまる漢字 2 字を答えなさい。 
  （ ） 
 
(4) 地方自治では、住民が、一定数の署名によって、直接に政

治に意思を表明できる権利が認めらている。この権利を何と

いいますか。漢字 5 字で答えなさい。 
  （ ） 
 
(5) (4)についてまとめた下の表の（   ）に当てはまることばや数

を答えなさい。 
 

ア（ ） イ（ ） ウ（ ） 
エ（ ） オ（ ） カ（ ） 

 
請求の種類 必要な署名 請求先 

（ ア ）の制定・改廃 有権者の（ ウ ）以上 首  長 

監査請求 有権者の（ ウ ）以上 （ オ ） 

議会の（ イ ）請求 有権者の（ エ ）以上

首長・議員 有権者の（ エ ）以上

（ カ ） 
委員会 

解職 
請求 その他の役員  有権者の（ エ ）以上 首  長 

 
(6) 表の下線部「解職請求」を一般に何といいますか。カタカナ

で答えなさい。 （ ） 
 
(7) 透明な行政を行うために情報公開をおこなうことを定めた法

律を何といいますか。 （ 法） 
 

(8) 住民の苦情を処理し、行政が適正に行われているかどうかを

住民の立場から監視する制度を何といいますか。 
  ( ) 
 
(9) 1999 年法律が改正され、国の委託業務の多くが地方自治

体に移管された。現在進められているこのような動きを何とい

いますか。漢字４字で答えなさい。 （ ） 
 

【３】 次の表を見て問いに答えなさい。 

 

県の歳入の内訳(％) ア県 イ県 ウ県 
地方税 23.4 15.6 35.3 
地方交付税交付金 21.5 30.1 9.3 
国庫支出金 31.5 19.9 17.2 
地方債 16.5 15.9 19.6 
その他 7.1 18.5 18.6 

 

(1) 上の表で地方財政を国に一番多く頼っている県はどれです

か。ア～ウから 1 つ選び記号を書きなさい。 ( ) 
 
(2) 自主財源である地方税が 30～40％しかないことにどんな問

題点がありますか。 
 
 
 
(3) 地方自治体の財政が悪化していることから、ここ数年、全国

の市町村で大きな動きがありました。どんな動きですか。 
  （ ） 
 

【４】 次の文を読み、図を見て問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 次のア～カは図中の①・②いずれにあてはまりますか。(   )

に数字を書きなさい。また、いずれにもあてはまらない場合は×
を書き入れなさい。 

 
ア 議会を解散する （ ） 
イ 議長を指名する （ ） 
ウ 不正を行った議員を解任する （ ） 
エ 首長に対する不信任決議 （ ） 
オ 予算の再議請求 （ ） 
カ 予算の決議、決算の承認 （ ） 

 
(2) 図に示した行政のはたらきとして、地方公共団体が中心とな

って行っていないのはどれですか。次のア～クから、すべて選

びなさい。 ( ) 
 

ア 郵便物の集配 イ 消防 ウ 警察 

エ 裁判を行う オ 外交を行う 

カ 上下水道の整備 キ 学校の整備 

ク 特定の地域に適用される法律(特別法)の制定 
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【１】 次の文中の(   )①～⑥にあてはまる語句をあとから選んで

記号を答えなさい。 

 
住民が自分たちの住んでいる地域を自主的に治めることを

(  ①  )という。身近な生活を通じて政治にかかわることができ

るため、「(  ①  )は(  ②  )の学校」といわれている。 
地方の政治の単位としては、都道府県や市(区)町村などが

あり、これらは(  ③  )と呼ばれている。地方の政治を住民の

意思にもとづいて決める機関として(  ④  )があり、その方針

のもとに政治を行う機関の長を(  ⑤  )という。近年、福祉や

環境に対する住民の要求が強く、内容も多様化している。こう

した住民の要求にこたえるために、国の権限や業務を地方に

移す、(  ⑥  )がすすめられてきた。 
 

①(  エ ) ②(  オ ) ③(  ク ) 
④(  ア ) ⑤(  ケ ) ⑥(  ウ ) 

 
ア 地方議会 イ 自由主義 ウ 地方分権 
エ 地方自治 オ 執行機関 カ 民主主義 
キ 中央集権 ク 地方公共団体 ケ 首長 

 

【２】 次の問いに答えなさい。 

 

(1) 地方行政の責任者であり、執行機関の中心である都道府県

知事や市町村長をまとめて何といいますか。 

  (  首長 ) 

 

(2) 議会が定めるその地方自治体における自主的な法を何とい

いますか。漢字 2 字で答えなさい。 (  条例 ) 

 

(3) 地方議会は、その地方自治体の      の議決や決算の承

認を行います。    に当てはまる漢字 2 字を答えなさい。 

  （  予算 ） 

 

(4) 地方自治では、住民が、一定数の署名によって、直接に政

治に意思を表明できる権利が認めらている。この権利を何と

いいますか。漢字 5 字で答えなさい。 （  直接請求権 ） 

 

(5) (4)についてまとめた下の表の（   ）に当てはまることばや数

を答えなさい。 

 

ア（ 条例 ） イ（ 解散 ） ウ（ 1/50 ） 

エ（ 1/3 ） オ（ 監査委員 ） カ（ 選挙管理 ） 

 

請求の種類 必要な署名 請求先 

（ ア ）の制定・改廃 有権者の（ ウ ）以上 首  長 

監査請求 有権者の（ ウ ）以上 （ オ ） 

議会の（ イ ）請求 有権者の（ エ ）以上

首長・議員 有権者の（ エ ）以上

（ カ ） 

委員会 
解職 

請求 その他の役員 有権者の（ エ ）以上 首  長 

 

(6) 表の下線部「解職請求」を一般に何といいますか。カタカナ

で答えなさい。 （  リコール ） 

 

(7) 透明な行政を行うために情報公開をおこなうことを定めた法

律を何といいますか。 （  情報公開 法） 

 

(8) 住民の苦情を処理し、行政が適正に行われているかどうかを

住民の立場から監視する制度を何といいますか。 

  (  オンブズパーソン制 ) 

 

(9) 1999 年法律が改正され、国の委託業務の多くが地方自治

体に移管された。現在進められているこのような動きを何とい

いますか。漢字４字で答えなさい。 （  地方分権 ） 

 

【３】 次の表を見て問いに答えなさい。 

 

県の歳入の内訳(％) ア県 イ県 ウ県 
地方税 23.4 15.6 35.3 
地方交付税交付金 21.5 30.1 9.3 
国庫支出金 31.5 19.9 17.2 
地方債 16.5 15.9 19.6 
その他 7.1 18.5 18.6 

 

(1) 上の表で地方財政を国に一番多く頼っている県はどれです

か。ア～ウから 1 つ選び記号を書きなさい。 ( イ ) 
 

(2) 自主財源である地方税が 30～40％しかないことにどんな問

題点がありますか。 
 

国からの補助金には国の方針が強く反映され、地方

の政治の独自性が失われるおそれが高いこと。 

 

(3) 地方自治体の財政が悪化していることから、ここ数年、全国

の市町村で大きな動きがありました。どんな動きですか。 

  （ 市町村合併 ） 

 

【４】 次の文を読み、図を見て問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 次のア～カは図中の①・②いずれにあてはまりますか。(   )

に数字を書きなさい。また、いずれにもあてはまらない場合は

×を書き入れなさい。 

 

ア 議会を解散する （  ① ） 

イ 議長を指名する （  × ） 

ウ 不正を行った議員を解任する （  × ） 

エ 首長に対する不信任決議 （  ② ） 

オ 予算の再議請求 （  ① ） 

カ 予算の決議、決算の承認 （  ② ） 

 

(2) 図に示した行政のはたらきとして、地方公共団体が中心とな

って行っていないのはどれですか。次のア～クから、すべて選

びなさい。 ( ア エ オ ク ) 

 

ア 郵便物の集配 イ 消防 ウ 警察 

エ 裁判を行う オ 外交を行う 

カ 上下水道の整備 キ 学校の整備 

ク 特定の地域に適用される法律(特別法)の制定 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


